
仕様書 

 

 

１.件名 

商品券（ＪＣＢギフトカード 1,000 円券）売払い 

 

２.売却数 

  ＪＣＢギフトカード 1,000 円券  2,155 枚 

     【内訳】 

    （Ａ）バラ 30 枚  （Ｂ）５枚セット 425 セット（2,125 枚） 

 

３.引渡期限 

  契約締結後２ヶ月以内 

 

４.引渡場所 

  門真市役所での一括交付 

 

５.売却代金の納付 

  門真市が指定する納付方法により納付する。 

  買取代金の納付後、領収書等の写しを電子メールで送信すること。 

 

６.手順 

 ⑴引取日の調整 

  引取予定の概ね１週間前までに担当課（高齢福祉課）と日程調整を行う。 

  なお、引取日は、買取代金の納付日以降とする。 

 ⑵交付 

  門真市役所での一括交付とする。 

  なお、交付場所において担当課立会いのもと引き渡す。また、買取業者の

立会い者は、買取事業者であることを証する社員証等を持参すること。 

 ⑶受領書の提出 

  商品券を受領した際、受領書を交付するので、買取事業者は、内容を確認

の上で記名し、提出すること。 

 

７.その他 

 ⑴買取事業者は、古物営業法（昭和 24 年法律第 108 号）その他関連法令を

遵守すること。 



 ⑵引渡後に商品券を廃棄処分する場合については、買取事業者の責任におい

て行うこと。 

 ⑶この契約の履行に必要となる費用は、全て買取事業者において負担するこ

と。 

 ⑷この仕様書に定めのない事項については、双方協議のうえ決定すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別添 

 

（Ａ）バラ 30 枚  

    

 

 

（Ｂ）５枚セット 425 セット（2,125 枚） 
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